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令和７年１２月２３日 

豊島区文化事業課 

 

１．採用区分・職名・採用予定数 

区分 職名 採用予定数 

会計年度任用職員 学芸業務調査員 若干名 

 

２．職務内容 

郷土資料館もしくは郷土資料館が所管する他施設の運営業務（来館者対応、事業

補助等）及び資料整理（台帳記入、データ入力等）その他学芸員補助業務（一般

事務を含む） 

 

３．勤務場所 

  豊島区 文化スポーツ部 文化事業課 

※勤務場所は、豊島区役所、郷土資料館、雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念

館のいずれかの予定です。 

 

４．任用予定日  

  令和８年４月1日 

 

５．任 期   

令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

 ※勤務成績が良好な場合、公募によらず、再度の任用を行うことがあります。 

  ※欠員の状況に応じて、任用期間が異なる場合があります。 

 

６．条件付採用期間 

原則 1 か月 

※1 か月の実勤務日数が 15 日に満たない場合は、15 日に達するまでは条件付

採用が引き続きます。 

※任用の都度、条件付採用期間があります。 

 

７．勤務日数・時間   

・月 6 日、１日７時間勤務 

・夜間及び土・日・祝日勤務があります。 
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８．報 酬   

月額６４,000円程度（地域手当相当報酬を含む） 

・条例等の定めるところにより金額が変更される場合があります。 

・別途、通勤費相当額（上限月 5万 5 千円)が支給されます。 

・源泉徴収所得税が差し引かれます。 

 ・労災保険の適用があります。（健康保険、雇用保険等の適用はありません） 

 

９．休暇等   

年次有給休暇（３日）、公民権行使等休暇、育児時間、災害休暇、病気休暇、妊

娠出産休暇、母子保健健診休暇、生理休暇等 

  ※休暇の種類により、有給・無給の別があります。 

 

1０．服務 

   地方公務員法で定める服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令及び上

司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、

政治的行為の制限、争議行為等の禁止） 

 

１１．応募資格 

基本的なパソコン操作（ワード・エクセル・メールソフト・ホームページ作成な

ど）ができること。 

以下の①②両方の要件に該当する者であること。 

① 学校教育法による大学または大学院を卒業（修了）した者（令和８年３月末

日までに卒業（修了）見込みの者を含む）。 

② 博物館法(昭和26 年法律第285 号)に基づく学芸員の資格もしくは司書の

資格を有する者（令和８年３月末日までに取得見込みの者を含む）。 

※地方公務員法第16 条（欠格条項）に該当する者を除く。 

（末尾＜参考＞参照） 

 

１２．選考方法等 

一次選考 
書類選考（インターネット申込内容・申込書） 

※一次選考合格者には二次選考の受験票を発送 

二次選考 

一次選考合格者を対象に面接選考を実施 

 面接 ：令和８年２月４日（水）予定 

※時間・会場の詳細は別途通知いたします。 

採用内定 令和８年２月上旬に通知を発送予定。 
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１３．応募方法 

（１）インターネットによる方法 

下記 URL・二次元コードより申込ができます。画面の指示に従い全ての必要項目

を正しく入力して、下記申込期限までに送信してください。 

申込期間中に正常に受信したものを有効とします。 

申込後、受付完了をお知らせするメールが自動で送信されます。 

メールが届かない場合は、必ず申込期間中に問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

（２）郵送による方法（簡易書留） 

所定の申込書に必要事項の記入と写真を添付し、封筒の表に「学芸業務調査員選考

申込」と赤字で明記し、簡易書留で以下の提出先まで郵送してください。 

※所定の申込書は豊島区の公式 HP よりダウンロードしてください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※簡易書留によらない郵送での事故については責任を負いません。 
 

１４．業績に関する参考資料の提出について 

これまでの業績に関する参考資料（企画事業のチラシや調査研究に関する論文等） 

があれば写し（A4 サイズ・片面）を添付してください。 

電子申請の場合は作成したデータ（PDF、ワード、エクセル）を所定欄に添付し

て提出してください。 

 

１５．募集時の個人情報の取扱いについて  

当該募集時の個人情報については、当区の会計年度任用職員の採用に関する業務の 

み使用します。 

【インターネットによる方法の申込 URL】  

https://logoform.jp/form/gXWR/1375437 

【申込期限】 

令和８年１月２０日（火）23：59 まで（期間内受信有効） 

 

                              

【 豊 島 区 H P】 https://www.city.toshima.lg.jp/477/2509191713.html 

【 提 出 先 】 〒171-００２１ 

東京都豊島区西池袋 2-３７-４ としま産業振興プラザ 7階 

         豊島区 文化スポーツ部 文化事業課 郷土資料館 

【申込期限】  令和８年１月２０日（火）（必着） 

【申込 QR コード】 

※システム保守整備のため申込期間中にシステムを停止する場合や、予期せぬ機器停止

及び通信障害等が起きた場合のトラブルについては、責任を負いません。 
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１６．その他 

災害、その他緊急時対応が必要な場合、職務内容以外の業務を行うことがあります。 

 

１７．問い合わせ先 

〒171－００2１ 豊島区西池袋 2-３７-４ としま産業振興プラザ７階 

豊島区 文化スポーツ部 文化事業課 郷土資料館 

  電話番号 03-398０-2351（直通） 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

―＜参考＞地方公務員法第16条（欠格条項）― 
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、
又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 
１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 
２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経

過しない者 
３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに

規定する罪を犯し刑に処せられた者 
４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した
者 


